
鎮

西

教

学

の

一
考

、禦

(
特

に

成

立

の
事

情

に

つ
'い

て

)

井

上

正

文

鎮
西
教
学
と
は
、
古
来
よ
り
広
狭

の
二
義

π
使
用
惑
れ

て
い
る
。

即

ち
鎮
西
派

の
教
学
と
、
鎮
西
上
人
の
教
学
と
の
区
別
が
見
ち
れ

る

の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
い
う
鎮

西
教
学
と
は
、
鎮
西
上
人

の
教

単

を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。

鎮
西
上
入
は
、
浄
土
宗
第
二
祖

で
あ

つ
て
、
元
祖
法
然
上
入
の

教

義
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
、
祖
述

し
顕
彰
し
て
、
后
世
に
残
さ
れ

た

の
で
あ
る
。,.今
私

は
、
こ
の
鎮
西
上
人
の
教
学
に

つ
い
て
、
そ

の
成

立
の
專
情
を
検
討

し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
立

の
過
程
に
於
い
て
、
外
よ
り
は
聖
道
諸
宗
の
非
難
、圧
迫
が
あ
り
、

内
に
は
元
祖
門
下
に
異
義
邪
説

を
唱
道
す
る
者
が
あ

つ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
ま
ず
こ
れ
ら
に
つ
い
て
述

べ
、
次

に
そ
の
教
単
の
成
立

に
当

つ
て
は
元
祖
の
教
義
を
祖
述
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
顕
彰

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
二
琿

の
態
度
に

つ
い
て
、
概
略
を
述

べ
た
い
と
思
う
.。

ま
ず
元
祖
に
対
す
る
聖
道
諸
宗

の
非
難
圧
迫
に

つ
い
て
述

べ
る

と
、
解
脱
上
入
貞
慶
の
執
筆
と
云
わ
れ

る
、「興
福
寺
奏
状
」
.
に
、

元
祖

の
浄
土
宗
開
宗
に

つ
い
て

「
九
ケ
条
」

の
失
を
挙
げ
、
特

に

そ
の

「第
三
ケ
条
」

に

「
軽
釈
尊

失
」

、,
↓
第
四
ケ
条
」
.-に

門
妨

万
盖
「
失
」
を
挙
げ
て
、
際

一
向

に
称
名

念
仏
あ

噌
行
の
み
を
専
修

す
る
事
を
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
又

「篇

一
ケ
条
」
に

「
立

新
宗
失
」
、を
挙
げ
て
、
元
祖

の
-立
教
開
宗

に
当

つ
て
、
そ
の
伝
燈

鰍
許
な
き
事

を
非
難
し
て
い
ドる
の
で
あ

る
。
・建
油

二
隼
即
ち
元
祖

入
滅

の
伍
十

一
月
明
恵
上
人
高
弁
は
、

「摧
邪
論
」

三
巻
を
著
し

て
、
元
祖

の

「選
択
集
」

を
・非
難
し

て
い
る
の
で
あ

る
。
即
ち
、

「摧
邪
輪
」
に

「懸
去
菩
提
心
過
失
」

を
挙

「げ
、

「
選
択
集
」
第

四
章
を
始

め
と
し
て
処
々
に
菩
提
心
を
廃
捨
し
7た
事
を
非
難
し
た

の
で
あ
る
。
又

「以
迎
道
門
懸
群
賊
過
失
」
を
出
し
て
、

「選
択

集
」
第
八
章
を
非
難
し
、
尚
重
ね

て
翌
庫
六
月

「
催
邪
輪
荘
厳
記
」

一
巻
を
著
L
て
、
其

の
非
難
を
補

つ
て
い
6
の
で
あ
る
。
こ
の
他

貞
応
三
焦

に
延
暦
寺
か
ら
奉

つ
た
奏
状

に

「
六
ケ
条
」
を
挙
げ
て

そ
の

「第

一
ケ
条
」

に

「
不
可
以
弥

它
念
仏
建
事
」

と
題
し
て
、

β

非
難
、し
て
い
る

の
で
あ
る
。
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次
に
元
祖
門
下
に
於
け
る
異
義
邪
説

に
つ
い
て
述

べ
る
と
、
建

久

二
年

(元
租
五
十
三
才

)
に
行
わ
れ
た

「
東
大
寺
十
闘
答
」
を

見

る
と
、
元
租
在
世
中
に
し
て
異
義

邪
説

を
唱
道
し
た
著
が
荏
し

た

の
で
あ
る
。
又
成
覚
房
幸
西
、
法
本
房
行
空

は
元
祖
在
世
中

に

異
義
を
唱
道
し
た
為

に
、
破
門
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ん

や
元
祖
滅
厨

に
於
い
て
は
、
鎮
西
上
人
の
著
述

に
あ
る
如
く
で
あ

る
。
即
ち

「末
代
念
仏
授
手
印
」

の
序
文

に

上

人

往

生

後

諍

其

義

於

水

火

致

其

論

於

蘭

菊

還

失

念

仏

之

行

空

廃

浄

土

之

業

悲

哉

悲

哉

為

何
為

何

と
云
い
、
又

「浄
土
宗
名
目
闇
答
」
巻
下
の
初
頭
に
も
、

「
念
仏

名

義
集
」
巻
中

に
も
同
様

の
事
が
述

べ
て
あ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ

ら

の
分
流

は

「
略
述
浄
土
教
理
史
」
の
中

で
望
月
信
亨
氏
が
指
摘

さ

れ
た
如
く
安
心
派
と
起
行
派
に
相
分
れ
て
各

々
主
義
主
張
を
異

に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
鎮
西
上
人
は

「末
代
念
仏
授
手
印
」

に
於
い
て
、
安
心
派

に
属
す

る

コ

念
義
」

「
弘
願
義
」

「寂
光

土
義

」

の
三
養
を
邪
覊
と
し
て
破
斥
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ

ら
異
義
邪
説
を
主
張
し
た
師

は
、

「浄
土
法
門
源
流
章
」
に
あ

る
如
く
、
元
祖
門
下
の
高
弟

で
あ

つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
申
よ

く

元
祖

の
正
義
を
継
承
し
、
そ
の
弘
通
に
努
力
せ
ら
れ

た
の
が
鎮

西
上
人
で
あ
る
。

以
上
鎮
西
上
人
当
陦
の
・、
元
祖

に
対
す
る
聖
道
諸
宗
よ
り

の

非
難
圧
迫
、
及
び
元
祖
門
下
に
於
け
る
異
義
邪
説

に
つ
い
て
澱
略

を
述

べ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
P
・道
諸
宗
よ
り

の
非
難
圧
迫
に
対

し
て
は
、

「末
代
念
仏
授
手
印
」

に

善

導

宗

齏

行

三

心

五

念

之

法

必

可

具

四

修

法

事

と
云
い
、

「浄
土
宗
要
集
」
第
二
、

「
徹
選
択
集
」
巻
下
の
中

に

も
、
浄
土
宗
を
簿
導
宗
と
も
云

つ
て
、
善
導
大
師
を
表
に
立
て
る

と
と
も
に
、

「徹
選
択
集
」
巻
上
に

蛍

潮

道

門

人

。

単

浄

土

門

人

不

可

知

之

。

勢

道

浄

土

兼

学

之

人

可

知

之

。

と
云

つ
て
、
珊
浄

兼
学

の
態
度

で
も

つ
て
、
勢
道
諸
宗
に
対
処
さ

れ
元
祖
教
養
の
護
持
顕
彰
に
努
力
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
又

一
方

元
祖
門
下

の
異
養
邪
説
を
唱
道
す
る
者

に
対
し
て
は
、
元
祖
彰
義

の
純
正
を
保

と
う
と
し
て
、
よ
く
こ
れ
ら
を
破
斥
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
元
祖
教
養

の
旺
統
伝
持

の
為

の
祖
述
的
教
義

と
、

褌
々
の
状
勢

に
対
処
し
て
元
祖
教
義
を
荘
厳
す

る
為
の
顯
彰
的
教

碁
の
二
面
を
有
す

る
教
学
の
成
立
を
見

た
の
で
あ
る
。
又

こ
の
事

は

「
我
が
大
師
釈
尊
憾
法
然
上
人
な
り
」

と
云

つ
て
元
祖

に
絶
体
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帰
依
さ
れ

た

一
方
、

「
単
聖
道
門
の
人
、
蛍
浄
土
門

の
人

は
、
之

を

知
る
可
ら
ず
。
聖
道
浄
土
兼
学

の
人
は
之
を
知
る

べ
し
」
と
云

つ
て
、
二
門
兼
学
を
嘱
道
さ
れ
て
い
る
事
に
よ

つ
て
も
知
る
嘉
が

で
き
る
。

西

山

教

義

の
研
.究

特

に
正

因

正
行

を
中
心

と

し

て
川

本

泰

弘

阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
に
あ
た

つ
て
、
願
行
と
い

つ
た
り
、
安
心

起

行
、
ま
た
は
信
行
と
い
つ
た
り
、
そ
れ
が
心
に
在
る
と
願
と
か

安

心
、
信
と
も
い
い
、
そ
れ
を
行
為

に
表
わ
し
の
を
行
と
か
、
起

行

な
ど
と
い
う
の
で
あ
る
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
を
持

つ
も
の
に
、

「
正
因
正
行
」
と
い
う
名
目
が
あ
る
。

一
つ
の
事
を
い
い
表
わ
す

の
に
色

々
の
名
目
を
用
い
ら
れ
る
の
は
、
其

の
事
を
言
い
表
わ
す

の
に
、
そ
の
時
と
か
場
合
に
応
じ
て
色
々
と
変

つ
て
く
る
の
で
あ

る
。
正
因
正
行

は
、
親
無
量
寿
経
に
三
福
九
品
を
以
て
浄
土
往
生

の
正
因
正
行
と
な
す
と
い
う
こ
と
に
ょ

る
の
で
あ
る
。
善
導
大
師

が
観
経
の
正
宗
分
散
善
義
第
四
に
、

「
解

三

輩

散

善

一
門

之

義

、

就

此

義

中

即

有

其

二

一
明

三

福

以

為

正

因

二

明

九

品

以

為

正

行

。

」

と
言
は
れ
て
い
る
..
こ
の
場
合

は
阿
弥

陀
如
来
を
念
ず
る
事
を
、

三
輩
散
善

の
二

門

に
望
ん
で
解

せ
ん
と
す
る
の
に
正
因
正
行
と
い

う
名
目
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
証
空
上
人
は
、

「
配
因
正

行
」

の
名
目
を
用
い
て
、
教
義
上
の
闇

題
を
批
判
さ
れ
た
の
で
あ

つ
て
、

こ
の

「
肥
因
正
行
」

の
名
目
は

「
観
経
散
善
義
他
筆
鈔
」

に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

で
は
、
疋
因
と
は
何
ん
で

あ
る
か
、
正
行
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
事
に

つ
い
て
は
、

「他

筆
鈔
」
上
巻
に
、

「凡

正

因

者

。

直

因

。

即

因

也

」

と
あ

り
、
ま
た

「
然

正

因

正

行

。

直

因

直

行

也

。

」
と
も
解
釈

さ
れ
て
い
る
.
11j福
W_
、因
を
総
体
、
九
品
正
行
を
別
相
と
し
て
、

こ
れ
に
依
り

て
彼

の
土
の
得
果
に
も
ま

た
、
果
と
報
と
の
別
が
あ

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
総
体

と
別
相
の
別
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自

力
を
脱
却
し
た
他
力
の
総
因
を
正
因
と

い
い
、
他
力
の
別
因
を
正

行
と
い
う

の
で
あ
る
。
三
福

を
以
て
正
因
と
し
、
九
品
を
以
て
正

行
と
為
す
と
い
う
語
に
証
空
上
人
の
解
釈
に
二
つ
あ
る
。
そ
の

一
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